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第一工業



■ 災害のあ らま し ■

物流会社Xの合庫内において、フォーク

リフトによる●.故が発生.社員 Bの操作す

るフォークリフトのタイヤに社,lAの作業

者のすそが巻き込まれ、ひざ 卜を挫傷する

ケガを負った。

当初は同じ場所で作業する社長同十、お

互いの不注意のため発生した事故だと,よわ

れていたが、.r利 1を確認すると、実は 2人

でふざけ合っていたところの事故だと|り月

した。

■ 判断 ■

就業時l・II内 に会社倉庫内で起こった事故

ではあったが、業務命令以外での行為によ

るもので、業務遂行4:L 業務起因1:Lが認め

られないため、業務外と判断された。

■ 解説 ■

会社内で就業|‖出内に■故が発4:し た場

合、ほとんどの場合労災として認定される

ことが多い。

これは大抵の場合、労働者が労働契約に

ttづき、業務命令による業務遂行性や業務

が原医であるという業務起区1性が認められ

るからである。つまりしっかりと「仕事J

=「 業務Jを していたうえでの災害である

ため、労災保険で必要なllt償が行われるの

である。

今11の場合も、ll・故の一報を受けた11は、

X社 もすぐきま労災手続きに入る措置を

取つたという。

ところが、どのような作業可、 どんな経

緯で事故が起こったかを確認していたとこ

ろ 社員 Aと 社員 Bは、それぞれ相手を

フォークリフトで倉庫人り日まで何秒で運

べるかを競う賭けをしており、悪ふぎけの
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最中だったことが判明した。

これは完全に「私的行為Jであり、業務

外と判断され、労災だとは認められなかっ

た。

このように、例え就業時間内に会社内で

会社の備llllで ケガをしても、全てが労災に

なるわけではない。

もちろん、フォークリフトを使用する業

務の 環のなかで、不幸にも事故が起こっ

てしまった場合は労災Jll用 となったはずで

ある。

似たような事例では、社員同上のケン

カでのケガが挙げられる。ケンカの場合は

ケースバイケースで、ケンカの原因がどこ

にあるのか、どのような経緯でケガをした

のかなどの調査、確認がなされ、場合によっ

ては業務上と判断され、労災適用となる場

合もある。

例えば、部下の態度が悪く、上司が部下

に注意を行い、そのことに腹を立てた部下

が上司を負傷させたケースでは、上司が部

下に注意を行おうとした (=教育をするこ

とは上司の業務の一環)こ とに業務起囚性

が認められ、業務上と判断されたケースが

ある。

逆に、業務外と判断された事例では、仕

事のやり方について言い争いとなり、これ

が後にケンカヘ発展し、負傷したケースで、

ケンカの原因については、業務起因性が認

められるものの、時間が経ってからのケン

カとなったこと、必要以上の取つ組み合い

がなされたことなどから、既に業務による

ものではなく、言い争いをした私怨による

私闘となった結果であり、業務外とされて

いる。

また、どちらかに挑発的な行為があリケ

ンカとなった場合も、「業務上、その場に

いる必要があり、災害にあったJわけでは

なく「自ら危険を誘発したJと 考えられ、

業務外となることが多いため、詳細の確認

は必ず行う必要がある。

今回の場合は、就業時間内にもかかわら

ず、しかも会社の備品を使用しての悪ふざ

けの結果であり、社員 A、 Bは後に懲戒処

分となった。

しかし、労災と認められなかったとして

も、実際に事故は起きてしまった。事故は

未然に防ぐことが大切である。職場環境を

快適に維持管理する使用者の努力義務は労

働安全衛生法 (第 71条の 2)に規定され

るところである。

社員 A、 Bを監督していた管理者 Cは発

送トラブルの件で、本社との連絡にかかり

きりで、電話のある事務所におり、倉庫内

の2人に直接目が行き届いていなかったよ

うだ。

無論、管理者Cは自分の仕1事をしており、

就業日1問内に仕事をせず、悪ふぎけをして

いた社員 A、 Bの勤務態度自体に問題があ

るのだが、この事故の後、服務規程の順守

や安全管理について X社は積極的に研修

を行い、これを徹底し、 1度 と事故を起こ

させない職場環境作りを行うなど改善策を

取つている。

―
鶉
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